
無

２名

有

有

有 （生後３ヶ月～）

【食事形態】
無

無 （弁当・おやつ持参）

有

立入調査日　

項目 備考 区分 改善確認

保育従事者数 他２点 重要

有資格者数
(保育士又は看護師）

他１点 重要

調理室 軽微 済

避難訓練 重要

保育内容 他１点 重要 １点済

保育姿勢 軽微

保護者連絡 軽微 済

健康状態 他２点 重要 ２点済

乳幼児の健康診断 他２点 重要 ２点済

安全確保 他１点 重要 済

契約内容の書面交付 他１点 重要

在籍乳幼児に関する
書類等の整備

軽微

改善確認年月日

　 実際の定員数はこれより少なくなる可能性がありますので、直接保育園へお問い合わせください。

石垣島ベビーシッターサービス　わらび

【所在地】 石垣市登野城６７１－１７

【管理者】 東江　徳江

【電話番号】 ０９８０－８８－８７４８

１２．０８㎡

【設置者・設置主体】 東江　徳江

【事業開始年月日】 平成22年3月8日

【定員・開所時間】

【施設・設備】

（平日）８：００～１８：３０
（土曜）８：００～１８：３０　（日・祝祭日）８：００～１８：３０

（構造） 鉄筋コンクリート（１階）

（保育室の面積）

（園庭）

（乳児受入）

(給食）

(ケータリング）

【提供するサービス内容等】
（休日保育）

（時間預かり）

平成30年5月9日

事故防止の観点から、施設内の危険な場所、設備等に対して適切な安全管
理を図ること。

乳幼児の在籍記録及び契約内容等が確認できる書類を整備し保管するこ
と。

乳幼児の健康状態の確認のため入所前に健康診断を実施し、結果を園で保
管すること。

【保険加入状況】

【証明書（交付年月日）】 無

連絡帳等を通し、乳幼児の様子を保護者に連絡すること。

保護者から登園した乳幼児の様子や健康状態の報告を受けること。

【指導事項】 平成30年3月1日

立入調査時の改善指導事項

※区分に示す重要・軽微は国基準に基づいています。（重要：重要な事項　軽微：比較的軽微な事項）

※上記の定員数は、直近の立入調査時に確認した施設の面積から割り出した「最大定員数」を記載しています。

サービス利用者に対する契約内容（８項目）の書面を作成し、交付すること。

主たる開所時間において、月極契約乳幼児数に対し、必要な保育従事者数
を確保すること。

月極契約児童数に対して、必要な有資格者を確保すること。

指導事項については、平成２９年度立入調査時点の指導事項であり、改善状況等で確認ができた場合は、改善確認年月日を記
載しています。なお、現時点においては、改善されている場合もあります。

調理室は、乳幼児が保育室から簡単に出入りできないよう区画すること。
※「調理機能」のみを有している場合にあっても、乳幼児の安全が十分確保
されるよう配慮すること。

避難訓練を毎月定期的に実施し、その記録を保管すること。

デイリープログラムを作成し、乳幼児の日々の生活リズムを整えること。

園内外研修等の機会を持ち、保育従事者の専門性や資質の向上に努める
こと。


